
平 成 20 年 度 の 主 要 事 業 

 

Ⅰ 学校教育の充実 

１ 公立小中学校の学級編制及び教職員数 （義務教育課） 

    平成 20 年５月１日における県下公立小中学校の児童・生徒数は小学校で 125,880 人、中

学校は 63,068 人で、前年度に比較して小学校は 541 人の減、中学校は 499 人の減となって

いる。  

また、学級数は、小学校が 5,338 学級で前年度に比較して 14 学級の増となり、中学校は

2,202 学級で学級数に変化はない。 

    教職員数は、13,267 人で前年度に比較して 174 人の減となった。 

 

２ 活用方法選択型教員配置事業（選択型こまやか教育プラン） （義務教育課） 

(1) 少人数学習集団編成事業 

基礎学力の向上と一人ひとりの児童生徒の個性伸長を図るため、学級とは異なる「学習

集団」を編成し、少人数授業を行った。 

      （教員配置の実績） 小学校 178 校（算数）  中学校 147 校（数学・英語） 

(2) 学習習慣形成支援事業 

        児童一人ひとりの学習習慣、生活習慣の定着を図るため、１学級あたりの児童数が 30

人を超える学級に非常勤講師を配置した。 

     また、中１ギャップ対応の非常勤講師(児童生徒適応指導員)を中学校に配置した。 

小学校（１・２年生） 133 校   中学校 56 校 

 (3) 小学校 30 人規模学級編制事業 

    児童一人ひとりの基礎学力の向上を図るため、１学級あたりの児童数が 35 人を超える

学校に学級担任を配置し、きめ細やかな学習指導を行った。 

小学校（全学年） 196 校 440 学級 

   (4) その他教育課題対応 

    ３０人規模学級編制、少人数学習集団編成などの対象事業に加配された教員を、各学校

の教育課題対応のために活用した。 

小学校 15 校  

 

３ 公立小中学校の施設整備 （義務教育課） 

    市町村立小中学校の施設整備事業について、公立学校施設整備費負担金、安全・安心な

学校づくり交付金の交付事務及び調査・指導を行った。 

    平成 20 年度の公立学校施設整備に係る国の当初予算は、対前年比で 10 億円増の 1,150

億円となったが、県内の市町村等が申請した事業はすべて採択された。（24 市町村 65 校） 

    また、学校施設等の耐震化等のため 1,139 億円の補正予算が措置され、21 年度以降の予

定事業の前倒しを行ったところ、県内の市町村等が申請した事業はすべて採択された。 



（16 市町村 24 校） 

 

４  公立高等学校の生徒募集定員 （高校教育課） 

   平成 21 年度の公立高等学校全日制募集定員は、前年度より 480 人減の 16,560 人であった。

定時制については、昨年度と同じ 27 学級を募集予定学級数とした。 

 

５  高等学校施設、設備の整備 （高校教育課） 

(1) 施 設 

高等学校再編施設整備５校、体育施設建設６校、校舎等大規模改造２校、延べ 13 校で

校舎の建設等を行った。 

  (2) 設 備 

産業教育設備 18 校、理科教育設備２校、定時制設備２校を整備した。 

 

６  県立高等学校入学者選抜方法の改善 （高校教育課） 

   自己推薦型の前期選抜が導入されて６年、すべての公立高校で前期選抜が実施されて４年

が経過した。前期選抜については、事務局内のワーキンググループで成果と課題を整理して、

教育委員会で報告した。主な成果としては、評価尺度の多元化、受検機会の複数化、前期入

学生の意欲や積極性等。課題としては、ある程度の数の不合格者、基準が曖昧など合否判定

に対する不満、選抜業務の増加等。今後も様々な声に耳を傾けながら、前期選抜のより良い

あり方について、教育委員会で議論していく予定である。 

 

７  高等学校改革プラン実施事業 （高校教育課） 

高等学校の再編を進めるに当たり、平成 20 年６月に「高等学校再編計画の骨子案」を作

成し、旧通学区単位での懇談会やパブリックコメントを実施した上で、９月に「高等学校再 

編計画の骨子」を策定した。 

また、地域の自治体や学校関係者等の検討組織からの提言や地域の方々との話し合いを踏

まえて、平成 21 年２月に「第１期高等学校再編計画(案)」を策定し、３月に計画(案)を追

加変更した。 

今後、パブリックコメント、説明会等、様々な機会を通じて、県民の皆様の御意見をお聞

きし、地域の御理解をいただきながら、平成 21 年６月に「第１期高等学校再編計画」を決

定する予定である。 

 

８  教員評価制度 （高校教育課） 

   平成 17 年 4 月 8 日に教員評価検討委員会から提出された最終報告書に基づいて、管理職

評価を実施している。 

また、一般教員評価についても平成 19 年度から実施している。 

 

９  公募・他県交流 （高校教育課） 



   他県での多様な指導方法や学校運営体制等を体験することによって、教員としての資質向

上を図るとともに、長野県教育に清新な気風を導入することを目的として始めた山梨県との

人事交流は 5 年目を迎え、本県・山梨県、双方から、２年の期限で毎年１名ずつの派遣を行

う形が定着した。また校長が自校の目指す学校創造と学校運営の充実を推進することを目的

として、自校の課題を公表し、その課題に積極的に挑戦しようとする教員を公募し、適材適

所の人事異動を図る公募制度も 5 年目を迎え、実施校は 21 校から 20 校に減少したが、異動

者は 9人から 17 人に増加した。成果を検証しつつ、発展拡充を図っていく必要がある。 

 

10  特別支援教育の充実振興 （特別支援教育課） 

     特別支援学校の教育課程・指導等の充実を図るとともに、施設・設備を整備した。 

(1) 平成 20 年度の特別支援学校在籍児童生徒数は 2,303 人で前年度と比較して 56 人増加し、

学級数は 637 で 15 学級増加した 

(2) 特別支援学校の施設設備については、松本養護学校、上田養護学校で教室の増設を行っ

たほか、寄宿舎の屋根改修や昇降口への屋根設置など障害児にやさしい施設整備事業等を

実施した。 

(3) 特別支援教育体制の推進のため、県内の全高等学校に校内委員会を設置し、特別支援教

育コーディネーターを指名した。また、昨年度に引き続き、特別支援教育コーディネータ

ー養成研修やＬＤ・ＡＤＨＤ児等サポート会議を実施し、支援の専門性の向上を図った。 

(4) 特別支援学校の地域化の一環として推進している分教室は、20 年度に新たに伊那養護

学校小学部「はなももの里分教室」を駒ヶ根市立中沢小学校内に設置した。県内の特別支

援学校の分教室は、小学部２、中学部１、高等部１となり、障害のある児童生徒とない児

童生徒が日常的に生活をともにすることで相互理解が促進されている。 

 

11 私学教育の振興 （総務部情報公開・私学課） 

(1) 私立学校審議会 

私立学校の設置・廃止、学校法人の設立・解散などについて審議するため、私立学校審

議会を開催した。 

(2) 公私立高等学校連絡協議会 

公立高等学校及び私立高等学校の連携を図り、適正な募集定員を定めるため、公私立高

等学校連絡協議会を開催した。 

(3) 私立学校等の振興 

     保護者負担の軽減及び私学教育の振興を図るため、学校法人の経常費補助、私立高等学

校授業料等軽減事業補助などを実施した。 

(4) 学校法人等の指導、監督 

     私立学校運営等に関する助言・指導、学校法人現地調査を行い指導、監督に努め、適正

な学校運営の確保を図った。 



12  学校教育の指導充実 （教学指導課） 

(1) 学習指導要領の趣旨を生かし、一人一人の個性や能力を伸長するとともに、創造性豊か

な人格を形成するため、児童生徒が、ゆとりを持ち生き生きと活動し、意欲的・主体的な

学習ができるよう、教育課程の改善指導を進めた。 

また、新学習指導要領の要点及び移行措置の内容についての周知を図った。 

① 新学習指導要領の要点及び移行措置の内容についての周知を図るために、解説書を 

作成し、小中学校などへ配布した。 

② 各郡市の教育課程研究協議会及び指導主事の学校訪問等の機会を捉え、新学習指導 

要領の要点及び移行措置の内容についての説明を行った。 

③ 新学習指導要領の完全実施に向け、新学習指導要領の手引書作成委員会を立ち上 

げ、編集の準備を始めた。平成22年９月発刊予定。 

(2) 各学校が自ら行う自己評価、保護者などにより構成される評価委員会等が行う学校関係

者評価が着実に推進され、学校運営の改善につながるよう、文部科学省作成の「学校評価

ガイドライン〔改訂〕」をもとに、県下 16 地区の教頭会の中で学校評価研修会を実施した。

また、例年どおり高等学校においては、中間評価を実施している。 

(3) 教育の機会均等の確保充実が図られるよう、特別支援教育、幼児教育、へき地教育、帰

国・外国籍児童生徒教育、人権教育、高校定時制・通信制教育、職業教育の充実強化を進

めた。 

 

13  魅力ある高校づくりの推進 （教学指導課） 

    昭和 63 年度から平成５年度まで実施の「特色ある高校づくり推進事業」は、平成６年度

から「個性ある高校づくり推進事業」として実施され、平成 19 年度から「魅力ある高等学

校づくり事業」として諸事業を継続してきた。 

    この事業は、すべての生徒に、基礎的・基本的な内容の定着と一人ひとりの個性を生か

す教育を推進するため、学校の個性化と教育課程の弾力化を図るものである。 

(1) 魅力ある学科・学校づくり  

平成 20 年度には高校再編により、箕輪工業高校が上伊那農業高校の定時制を統合して、

箕輪進修高校に校名を変更した。それに伴い、多部制・単位制に移行し、総合工学科をク

リエイト工学科に改編した。 

(2) 個性ある教育課程づくり事業 

① コース・類型・選択制の導入と拡充 

② 学校間連携による単位認定 

③ 個別学習 

④ 教育課程研究委員会による調査研究 

 (3) 魅力ある活動支援事業 

    高校改革で各高校に求めている「学校の魅力づくり」を校長のリーダーシップのもとで



推進するため、14 年度から実施してきた「創意ある学校支援事業」に社会人講師活用事

業とライセンス取得事業を統合させることによって校長の裁量権を拡大させ、「校長を核

とした学校経営」「校長が考える魅力づくり」を実現しようとするものである。 

 

14  学力向上の推進 （教学指導課） 

   多様化した生徒の実態を踏まえ、基礎学力の定着を図るとともに、目的意識の啓発を図り、

「伸びる力」の育成を目指し学力向上の推進に取り組んだ。 

(1) 高等学校における学習指導・進路指導の充実 

① 進学対策集中講座 

② 大学入試問題の活用 

③ 学習合宿 

④ 進路情報の活用 

⑤ 進路指導書籍の充実 

⑥ 「伸びる力」養成講座 

⑦ 「ずく出せ修行」就業体験による就業体験学習の実施 

   ⑧ 高・大連携の推進 

(2) 進路指導等研究協議会 

    進路指導主事が、一堂に会して進路指導やキャリア教育のあり方について研究協議し、

各校の実践の改善充実に役立てた。 

(3) 学力実態調査 

       児童生徒の基礎学力の定着の状況を調査し､学力向上のための学習指導等に資するため、

45 市町村１学校組合と連携し、小学校３年と５年、中学校２年の実態調査を実施した。

同時に、学習意識調査を実施し、分析結果を基に指導改善に資した。 

(4) 小学校国語主任研究協議会 

    全小学校の国語主任が地区ごとに会し、思考力、表現力を高める国語の授業へ向けての

改善の方向、具体的方策について協議し、各校での実践に資した。 

(5) 小中連携による学力向上地域推進事業 

   県内４中学校を「小中連携」の推進拠点校とし、中学校の数学の教員が「小中連携推進

教員」として、小学校高学年の算数の授業に参画した。２月に学力向上推進協議会を開催

し、小中の一貫性や系統性のある指導の具体や教科の指導計画、小中の教員の意識の変化

等について、各推進拠点校の実践をもとに協議し、県内各地の学校への普及を図った。 

  (6) 学力向上実践研究推進事業 

     地域の実情や課題を踏まえ、基礎的・基本的な知識及び技能を確実に習得させ、これら

を活用して課題を解決するために必要な思考力・判断力・表現力その他の能力をはぐくむ

とともに、主体的に取り組む態度を養うための実践研究を推進し、その成果の普及を図る

ことにより学力の向上に資する方向で実施した。 



15  時代の変化に応じた教育の推進 （教学指導課） 

(1) 国際理解教育推進事業  

① 外国語指導助手の配置 

     英語の「実践的コミュニケーション能力」（学習指導要領）の育成を促進し、あわせて

国際理解教育を推進するために、高等学校等に外国青年 44 名を英語指導助手として配置

し、英語の授業、課外活動等の充実を図った。 

   ② 小学校における国際理解活動 

     英語活動を通して、国際感覚や積極的にコミュニケーションを図ろうとする態度を育

成するために、地域の拠点校８校を指定し、ＡＬＴや地域人材の効果的な活用等、実践

的な取組や、教員の指導力向上のための取組を推進した。 

   ③ 外国籍等児童生徒指導研修事業 

     指導に携わる教員を対象とした研修会を開催し、外国籍等児童生徒に対する適切な指

導の推進を図った。 

  (2) 職業教育の推進 

    高校生の勤労観・職業観を養うとともに、目的意識を持ち将来を見通した生活のできる

生徒の育成を目指し、「ずく出せ修行」就業体験事業を実施し、職業教育・キャリア教育

を推進した。 

  (3) 情報教育の充実  

    情報化社会の進展に対応した情報教育の普及・充実の必要性が一層高まっている中で、

高校へのコンピュータ導入・更新を図り、総合教育センターにおいて指導者研修などを実

施し、情報教育の充実を図った。 

(4) 理科教育の振興 

   小学校５～６年生の「理科」授業の充実及び科学技術やものづくり等に対する児童の興

味・関心を高めることを目指し、観察・実験活動の準備・片付け等を補助する支援員を配

置したり、専門性のある特別講師を派遣したりして、科学教育の推進を図った。 

 

16  生徒指導の充実 （教学指導課心の支援室） 

(1) 生徒指導総合対策会議 

    大学教授等 12 人をもって構成し、「子どもたちの社会的自立をいかに支援するか－学

校・家庭・地域・関係機関との行動連携のありかた－」のテーマのもとに協議を行い、学

校・教育委員会に専門的見地から助言を行った。 

    また、指導資料「ユビキタス＠nagano（ケータイ・インターネット問題対応資料）」学

校と親子で学ぶケータイ電話の使い方「子どもたちに悲しい顔をさせないために…」便利

のうらにある危険をどう伝えますか「子どもたちを犯罪・トラブルから守るために」を作

成し各学校に配布し、生徒指導の充実を図った。 

 



(2) 生徒指導教員等の配置 

       不登校及び不登校傾向の児童の適応指導を行うため、小学校心の相談員を小学校 25 校

に配置し、学級担任等と連携して家庭訪問や登校援助及び相談等に当たった。 

       中学校に、養護教諭を 16 校に複数配置するとともに、生徒指導教員を７校に配置し、

高等学校には、11 校に生徒指導専門教員を配置し、生徒指導の充実に努めた。 

(3) 教育相談員・夜間電話相談員の配置 

    教育相談員を総合教育センターに配置し、電話での教育相談、来所相談に応じた。また、

総合教育センターに夜間電話相談員を配置し、夜間（18:00～22:00）の電話相談にも応じ

た。また、「児童生徒のいじめ相談窓口」を開設し、24 時間の電話相談を行った。 

(4) スクールカウンセラーの配置 

    臨床心理に関して高度に専門的な知識・経験を有するカウンセラーを学区内小学校を含

む中学校 80 校へ配置するとともに高等学校へは派遣し、児童生徒・保護者へのカウンセ

リングや教職員等への助言・援助を行った。 

(5) 教育関係者連絡会議・研修会の開催 

    各種の教育相談関係者に広く呼びかけ、年４回県下４地区で実践上の課題等を研究協議

する連絡会・研修会を開き、相互の連携を深めた。 

(6) カウンセリング等生徒指導研修の充実 

       総合教育センターにおいて、教職員のカウンセリング等の研修を実施し、生徒指導の力

量向上を図った。また、校長・教頭研修において生徒指導に係る研修を実施した。 

(7) 「不登校児童生徒支援ネットワーク整備事業」の推進 

    不登校児童生徒の早期発見・早期対応をはじめ、より一層きめ細やかな支援を行うため、

県内 10 ヶ所に地域支援センターを設置し、学校・家庭・民間を含む関係機関が緊密に連

携した地域ぐるみのサポートネットワークの整備に係る実践的な調査研究を行った。 

(8) 「スクールソーシャルワーカー(ＳＳＷ)活用事業」の実施 

    社会福祉等の専門的な知識や技術を用いて、児童生徒が置かれた様々な環境へ働きかけ

たり、関係機関とのネットワークを活用して、不登校や様々な課題を抱える児童生徒に支

援を行う専門家であるスクールソーシャルワーカーの活用方法等について、調査研究を行

った。 

 

17  教職員研修の充実等 （教学指導課） 

   本県教育の現状と課題をふまえ、教員としての資質の向上と使命感の高揚を図り、学校教

育の振興に寄与するため、総合教育センターを中心に研修の充実を図ってきた。 

(1) 校内研修の改善・充実への支援 

① 教材研究の徹底による基礎的・基本的内容の明確化 

     ② 指導の見直し・子ども理解に基づく日常授業の工夫・改善 

     ③ 相互に授業を見合い、指導の改善を図る研修体制の確立 



(2) 総合教育センター研修の改善充実 

     ① 経験や職責に応じた系統的な研修の充実 

     ② 多彩な外部講師による視野の拡大を図る講座の充実 

     ③ 新たな教育課程や課題に対応する参加型・体験型の専門講座の充実 

(3) 義務校長研修会、義務教頭研究協議会、小中連携による学力向上地域推進事業等の各種 

研修会の充実 

(4) 初任者研修事業 

新任教員に対して、教員として基礎的・実践的な指導力と使命感を養うとともに幅広い

知見を得させることを目的に研修を実施。 

(5) 10 年経験者研修事業 

在職期間 10 年目を迎えた教員に対して、個々の能力、適性等に応じた研修を実施し、

教科指導、生徒指導等に関する指導力の向上を図った。 

(6) 教員資質向上推進事業 

(7) 臨時的任用教員研修事業 

   臨時的任用教員に対して、教育公務員としての自覚を高め、自らの服務について正しく

理解するための教職基礎研修を実施。 

 

Ⅱ 生涯学習の振興 

１  生涯学習の推進 （文化財・生涯学習課） 

  (1)「新しい時代にふさわしい長野県の生涯学習振興のあり方」について審議するため、「生

涯学習審議会」を開催した。 

(2) 県生涯学習推進センターにおいて、市町村等と連携を図りながら、生涯学習情報提供シ

ステム等による学習情報の提供を行うとともに、指導者の養成、学習プログラムの研究開

発などを行った。 

(3) 県立長野図書館では、利用者の利便性を向上させるためインターネット予約貸出や横断

検索システムを導入し、また、県民の自主的な学習機会を支援し、県民のニーズを踏まえ

た図書館サービスを実施することにより、生涯学習の振興を図った。 

(4) 子どもが読書に親しむ機会の提供と子どもの読書環境の整備・充実、家庭・地域・学校

を通じた社会全体での取組の推進、子ども読書活動に関する理解と関心の普及の３点を基

本方針とした「第２次長野県子ども読書活動推進計画」を策定した。 

 

２  社会教育の振興 （文化財・生涯学習課） 

  (1)「社会教育関係事業」、「今後の社会教育の推進」等について意見・助言をいただくため、

「社会教育委員会議」を開催した。 

  (2) ＰＴＡ、青少年団体活動の振興を図るため、指導者養成事業を行った。 

  (3) 男女平等をめぐる意識改革のための教育・学習の充実を図り学習活動や地域の活動を推



進するため、「男女共同参画セミナー」を実施した。 

 (4) 社会教育主事等の専門職員の養成を図った。 

  
３ 家庭・地域の教育力の向上 （文化財・生涯学習課） 

   放課後や週末等に小学校の余裕教室等を活用して、子どもたちの安全・安心な活動拠点

（居場所）を設け、地域の方々の参画を得て、子どもたちとともに勉強やスポーツ・文化活 

  動、地域住民との交流活動等を行う放課後子ども教室の実施を推進した。 

放課後子どもプラン推進委員会の開催をはじめ、先進的な事例の情報提供、安全管理方策

の検討や職員研修会の開催などにより、市町村が円滑に事業を実施できるよう支援した。 

 

４  学校教育との連携 （文化財・生涯学習課） 

   少年自然の家を利用して不登校児童生徒を含めた異年齢の小中学生を対象に、「ふれあい

自然体験キャンプ」を実施し、子どもたちの自主性、社会性等「生きる力」の育成を図ると

ともに、不登校児童生徒の学校生活への復帰を支援した。 

 

Ⅲ 青少年の健全育成 

１ 青少年の健全育成 （企画部生活文化課）（文化財・生涯学習課） 

  (1) 企画部生活文化課に青少年相談員を配置し、地方事務所と連携して青少年の健全育成に

関する相談等を行った。 

   (2) ６地方事務所（上伊那、下伊那、木曽、松本、北安曇及び北信）に中卒者等自立支援員

を配置し、中卒後進路が定まっていない者や高校中退者等の自立支援のため、就業・技能

習得及び進学等の相談を行った。 

   (3) 中学生による意見発表を通じて、青少年の意識の啓発と青少年健全育成についての県民

意識の高揚を図るため、少年の主張長野県大会を開催した。 

   (4) 県民総ぐるみの青少年健全育成運動の普及促進を図るとともに、青少年によりよい環境

づくりを促進するため、市町村、団体、業界、ボランティア等と連携を図りながら有害環

境のチェック活動等を行った。 

   (5)「ひまわりっ子育成県民運動」の推進を図るため、強調月間を設け、各種広報媒体を活

用した広報啓発活動や巡回キャラバン等を実施した。 

   (6) 青少年健全育成運動の推進母体である長野県青少年育成県民会議の事業に対し、支援を

行った。 

  (7) メディア上の有害環境から青少年を守るため、「親子で学ぶセイフネット講座」を県下

24 か所、「大人が学ぶセイフネット講座」を県下 14 か所で実施したほか、「インターネッ

ト・ケータイ問題を考える長野フォーラム」を開催した。 

(8) 自然体験、共同宿泊訓練を通じて青少年の豊かな人間性を育てるため、青年の家、少年

自然の家の運営を行った。 



Ⅳ 芸術文化の振興及び文化財の保護 

１  芸術文化の振興 （教学指導課） 

(1) 学校巡回劇場を開催し、優れた芸術文化を鑑賞する機会を提供した。 

(2) 高等学校芸術文化鑑賞事業の実施、高校芸術フェスティバルヘの助成等により高校生の

文化活動の推進を図った。 

 

２  文化財の保護 （文化財・生涯学習課） 

  (1) 文化財の保護に関して総合的な推進を図るため、文化財保護審議会の開催及び調査・研

究等を実施した。 

  (2) 文化財を保存しその活用を図るための調査及び管理指導を行うとともに、研修会の開催

等により文化財保護の推進及び普及啓発を図った。 

  (3) 指定文化財等に係る管理、修理、復旧、保存及び活用のための事業補助を実施した。 

  (4) 埋蔵文化財保護と開発事業の調整を図るため、開発事業者等と保護協議を実施した。 

  (5) 特別天然記念物カモシカの保護対策を図るため、保護地域における生息環境を把握する

ための調査等を実施した。 

(6) 大規模開発等が予定される地域の遺跡詳細分布調査を実施した。 

  (7) 古式銃砲及び美術刀剣類の保護活用を図るため、登録審査会及び美術刀剣保存講習会を

開催した。 

  (8) 歴史学習活動の拠点となる県立歴史館において、収集・保存した歴史資料等を広く県民

の利用に供することにより、文化の振興を図った。 

  (9) 県内に存在する近代化遺産の実態把握及び学術的基礎データ収集のための調査を実施し

た。 

 

Ⅴ 学校保健の充実と食育の推進並びに体育スポーツの振興 

１ 保健教育及び安全教育の充実 （保健厚生課） 

保健教育及び安全教育の充実を図るため、関係職員の研修会、各種研究協議会等を開催す

るとともに、健康推進学校等の表彰を行い、意識の高揚を図った。 

 

２ 児童・生徒の健康管理の充実 （保健厚生課） 

    児童・生徒の疾病異常の早期発見・早期治療と予防について指導するとともに、県立学校

の児童・生徒に対し健康診断を実施し、健康管理の充実を図った。 

 

３ 教職員の健康管理の充実 （保健厚生課） 

  (1) 教職員の定期健康診断を実施したほか、教育委員会職員安全衛生委員会を開催し、教職

員の安全の確保及び健康の保持増進を図るとともに、衛生管理者・衛生推進者等研修会を

開催し、管理者等の資質の向上と意識の高揚を図った。 



  (2) 教職員の心の健康の保持増進を図るため、管理職及び年代別のメンタルヘルス研修会を

実施した。また、精神神経系疾患休職者等の職務能力の回復と円滑な職場復帰を図るため、

教職員健康審査会の判定を経て職場復帰訓練を実施した。 

 

４ 食育の推進 （保健厚生課） 

(1) 学校における食に関する指導を一層推進するため、栄養教諭を 20 名に増員し、小学校

９校、中学校 11 校に配置した。 

(2) 学校における食育の重要性や具体的な指導方法に対する教職員等の理解を更に深めるた

め、研修会を開催するとともに、栄養教諭の実践を幅広く周知した。 

 

５ 学校体育・スポーツの振興 （スポーツ課） 

  (1) 学校体育の学習内容及び方法の改善、児童生徒の体力つくりの推進を図るため、各種研

究協議会、現職教育研修及び体力・運動能力実態調査、小学校低学年の子どもたちの遊び、

運動習慣へのきっかけづくりをする講習会等を行った。 

  (2) 小・中・特別支援学校及び高校の体育・保健体育担当教員の学習指導、運動部活動等に

ついての指導方法向上のための講習会及び研修会を開催したほか、授業における実技指導

協力者及び運動部活動指導者の派遣事業を実施した。 

 

６ 生涯スポーツの振興 （スポーツ課） 

   (1) 各教育事務所及び広域スポーツセンター、(財)長野県体育協会と連携して、総合型地域

スポーツクラブの育成・活動・定着支援を図った。 

  (2) 県民に、スポーツ・レクリエーションを普及推進するために、県民スポーツフェスティ

バルを開催した。 

  (3) 体育・スポーツ指導者等の養成と資質向上を図るため、体育センター及び教育事務所に

おいて講習会等を開催したほか、スポーツ指導員養成のための助成を行った。 

  (4) 県民の体力向上とスポーツの振興を図り、明るい県民生活を築くため、運動施設等の整

備事業を促進した。 

 

７ 競技スポーツの振興 （スポーツ課） 

  (1) 本県競技者の育成強化を図るため、関係団体に対して助成し、競技力の向上を図った。 

    また、ジュニア選手の競技力向上を図るため、ジュニア競技力向上事業（重点強化校等

特別強化）を実施した。 

   (2) 一貫指導を実施する体制の整備促進に向けて、指導者やスポーツ関係者を対象とした指

導者連絡協議会（コンソーシアム）を本県で開催し、中央競技団体が策定した競技者育成

プログラムの啓発及び普及促進を図った。 

(3) 長野オリンピック記念基金を活用し、各種国際競技大会等の開催やオリンピック施設を

利用した選手強化を支援した。 



 Ⅵ 人権教育の推進 

１ 学校人権教育 （教学指導課心の支援室） 

(1) 「長野県人権教育・啓発推進指針」及び「人権教育指導の手引」「教育課程・学習指導

の改善」（人権教育の項目）の周知を図った。 

(2) 学校における人権教育の推進を図るため、各学校の教職員対象に学校人権教育研修会を

開催した。 

(3) 幼・保、小、中、高の一貫した人権教育の推進を図るため、義務校長研修での人権教育

の実施及び県内の各ブロック毎に、学校人権教育連絡協議会を開催した。 

(4) 学校教育及び社会教育における人権教育指導者の確保と資質の向上を図るとともに学校

人権教育と社会人権教育の連携及び幼・保、小、中、高一貫した人権教育の推進を図るた

め、「人権教育だより」を年２回作成した。 

(5) 学校の人権教育を推進するため、小・中・高校生からポスター・作文を募集し優秀作品

を表彰した。 

 

２ 社会人権教育 （教学指導課心の支援室） 

   (1) 人権教育の推進上の課題及び実践について研究協議するために、社会人権教育研究協議

会を開催した。 

   (2) 地域住民とともに取り組むリーダーを養成し、地域ぐるみの人権教育を推進するため、

人権教育リーダー養成講座を３会場で開設するとともに、市町村教育委員会関係者、社会

教育団体関係者、企業内人権教育関係者等を対象に社会人権教育リーダー研修会を２会場

で実施した。 

(3) あらゆる人権問題に対する住民の理解と認識を深め、差別意識の払拭を図り、すべての

人の基本的人権を尊重していくために、市町村が行う人権教育に関する学習活動に対し人

権教育促進事業として助成した。 

(4) 企業内人権教育の一層の推進を図るため、「人権つうしん」を年２回作成した。 

(5) 人権問題に取り組む個人や団体と県民や行政が相互に連携しながら地域ぐるみの人権教

育を推進するため、「長野県地域人権ネット」を県ホームページに掲載した。 

 

 


